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議案第９０号  

羽生市三田ケ谷農林公園条例の一部を改正する条例  

羽生市三田ケ谷農林公園条例（平成１３年条例第１１号）の一部を

次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（施設等の種類及び利用）  （施設等の種類及び利用）  

第３条  施設等の種類は、別表第１

の とおり とし、 施設 等の利 用日及

び利用時間は、別に規則で定める。 

第３条  施設等の種類は、別表第１

の とおり とし、 施設 等の利 用日及

び利用時間は別に規則で定める。  

（利用の許可及び制限）  （利用の許可及び制限）  

第４条  施設等を利用しようとする

者 は、あ らかじ め市 長の許 可を受

け なけれ ばなら ない 。 その 許可を

受 けた事 項を変 更し ようと すると

きも、同様とする。  

第４条  施設等を利用しようとする

者 は、あ らかじ め市 長の許 可を受

け なけれ ばなら ない 。 また 許可を

受 けた事 項を変 更し ようと すると

きも同様とする。  

２  市長は、農林公園の施設等の利

用 につい て、次 の各 号のい ずれか

に 該当す るとき は、 その利 用を許

可しない。  

２  市長は、農林公園の施設等の利

用 につい て、次 の各 号のい ずれか

に 該当す ると き は、 その利 用を許

可しない。  

（１）  （略）  （１）  （略）  

（ ２）  施設等 を 毀 損し、 又は汚

損するおそれがあると認めたとき。 

（ ２）  施設等 を き 損し、 又は汚

損するおそれがあると認めたとき。 

（３）・（４）  （略）  （３）・（４）  （略）  

３  市長は、第１項の許可をする場

合 におい て必要 があ るとき は、当

該 許可に 係る利 用に ついて 条件を

付すことができる。  

３  市長は、第１項の許可をする場

合 におい て必要 があ るとき は、当

該 許可に 係る利 用に ついて 条件を

付することができる。  

（利用権の譲渡等の禁止）  （利用権の譲渡等の禁止）  
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第５条  前条第１項に規定する利用

の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 利 用

者」という。）は、その権利を他人

に譲渡し、又は転貸してはならない。 

第５条  前条第１項の利用の許可を

受 け た 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い

う 。） は 、 そ の 権 利 を 他 人 に 譲 渡

し、又は転貸してはならない。  

（利用許可の取消し等）  （利用許可の取消し等）  

第６条  市長は、利用者が次の各号

の いずれ かに該 当す るとき 又は管

理 上特に 必要が ある ときは 、 利用

の 許可に 係る条 件を 変更し 、若し

く は利用 を停止 し、 又は当 該許可

を取り消すことができる。  

第６条  市長は、利用者が次の各号

の いずれ かに該 当す るとき 又は管

理 上特に 必要が ある ときは 、 当該

許 可に係 る利用 の 条 件を変 更し、

若 しくは 利用を 停止 し、又 は当該

許可を取り消すことができる。  

（１）  （略）  （１）  （略）  

（ ２）  前条の 規定 に違反 したと

き。  

（ ２）  第５条 の規 定に違 反した

とき。  

（３）  （略）  （３）  （略）  

２  （略）  ２  （略）  

 （管理運営の委託）  

第７条  市長は、農林公園の管理運

営 を適当 と認め る法 人（以 下「管

理受託者」という。）に委託するこ

とができる。  

（使用料）  （使用料）  

第７条  （略）  第８条  （略）  

（使用料の減免）  （使用料の減免）  

第８条  （略）  第９条  （略）  

（使用料の還付）  （使用料の還付）  

第９条  既納の使用料は、還付しな

い 。ただ し、次 の各 号のい ずれか

に 該当す るとき は、 その全 部又は

一部を還付することができる。  

第１０条  既納の使用料は還付しな

い 。ただ し、次 の各 号のい ずれか

に 該当す るとき は、 その全 部又は

一部を還付することができる。  

（１）・（２）  （略）  （１）・（２）  （略）  

（原状回復）  （原状回復）  

第１０条  利用者は、施設の利用を

終 了した ときは 、速 やかに 当該施

設 を 原 状 に 復 さ な け れ ば な ら な

い 。第６ 条第１ 項の 規定に よる利

用 の停止 又は許 可の 取消し を受け

たときも、同様とする。  

第１１条  利用者は、施設の利用を

終 了した ときは 、速 やかに 当該施

設 を 原 状 に 復 さ な け れ ば な ら な

い 。また 、第６ 条第 １項の 規定に

よ り、利 用の停 止又 は許可 の 取消

処分を受けたときも同様とする。  

（損害賠償）  （損害賠償）  

第１１条  利用者は、自己の責めに

帰 すべき 理由に より 施設等 を 毀損

第１２条  利用者は、自己の責めに

帰 すべき 理由に より 施設等 を き損
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し 、又は 滅失し たと きは、 これを

修 理し、 又はそ の損 害を賠 償しな

ければならない。  

又 は滅失 したと きは 、これ を修理

し 、又は その損 害を 賠償し なけれ

ばならない。  

（入園の禁止等）  （入園の禁止等）  

第１２条  （略）  第１３条  （略）  

（指定管理者による管理）  

第１３条  市長は、地方自治法（昭

和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下

「法」という。）第２４４条の２第

３ 項に規 定する 指定 管理者 （以下

「指定管理者」という。）に、農林

公園の管理を行わせることができる。 

 

（指定管理者の指定の手続等）  

第１４条  指定管理者の指定の手続

等 につい ては、 羽生 市公の 施設の

指 定管理 者の指 定の 手続等 に関す

る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ２ ８

号）の定めるところによる。  

 

（指定管理者が行う業務の範囲）  

第 １ ５ 条  指 定 管 理 者 が 行 う 業 務

（以下「指定管理業務」という。）

は、次のとおりとする。  

（１）  第２条の業務  

（ ２）  施設等 の使 用許可 に関す

る業務  

（ ３）  施設等 の維 持管理 に関す

る業務  

（ ４）  使用料 の徴 収に関 する業

務  

（ ５）  前各号 に掲 げるも ののほ

か、市長が必要と認める業務  

２  指定管理者が前項各号に掲げる

業 務を行 う場合 にあ っては 、第４

条 、第６ 条及び 第１ ２条の 規定を

準 用する 。この 場合 におい て、第

４ 条、第 ６条及 び第 １２条 中「市

長 」とあ るのは 「指 定管理 者」と

読み替えるものとする。  

 

（指定管理者が行う管理の基準）  

第１６条  指定管理者は、次に掲げ

る 基準に より、 指定 管理業 務を行

わなければならない。  
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（ １ ）  関 係 す る 法 令 等 を 遵 守

し 、 適 正 に 施 設 等 の 運 営 を 行 う

こと。  

（ ２）  施設等 の維 持管理 を適正

に行うこと。  

（ ３）  指定管 理業 務を通 じて取

得 し た 個 人 に 関 す る 情 報 を 適 正

に取り扱うこと。  

（利用料金）  

第１７条  市長は、法第２４４条の

２ 第８項 の規定 によ り、指 定管理

者 に 農 林 公 園 の 利 用 に 係 る 料 金

（以下「利用料金」という。）を、

当 該指定 管理者 の収 入とし て収受

させることができる。  

２  前項の場合における利用料金の

額 は、別 表第２ に定 める額 の範囲

内 におい て、あ らか じめ市 長の承

認を得て、指定管理者が定める。  

３  前 項 に 規 定 す る 場 合 に あ っ て

は 、第７ 条から 第９ 条まで の規定

を 準用す る。こ の場 合にお いて、

第７条（見出しを含む。）中「使用

料 」とあ るのは 「利 用料金 」と、

「 市」と あるの は「 指定管 理者」

と 、 第 ８ 条 （ 見 出 し を 含 む 。） 中

「 使用料 の」と ある のは「 利用料

金の」と、「市長」とあるのは「指

定管理者」と、「使用料を」とある

の は「あ らかじ め市 長の承 認を得

て 利用料 金を」 と、 第９条 （見出

しを含む。）中「使用料」とあるの

は 「利用 料金」 と読 み替え るもの

とする。  

 

（委任）  （委任）  

第１８条  この条例で定めるものの

ほか、必要な事項は、規則で定める。 

第１４条  この条例で定めるものの

ほか必要な事項は、規則で定める 。 

別表第２（第７条関係）  別表第２（第８条関係）  

表  （略）  表  （略）  

  

附  則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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  令和３年１１月２５日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    


